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○門真市庁議規程 

昭和46年10月19日門真市庁達第５号 

〔注〕平成16年７月から改正経過を注記した。 

改正 

昭和47年８月21日門真市庁達第３号 

昭和48年４月24日門真市庁達第３号 

昭和49年１月14日門真市庁達第２号 

昭和50年１月16日門真市庁達第４号 

昭和51年７月13日門真市庁達第５号 

昭和52年10月15日門真市庁達第６号 

昭和54年１月26日門真市庁達第３号 

昭和57年５月17日門真市庁達第５号 

昭和58年２月７日門真市庁達第４号 

昭和61年５月14日門真市庁達第２号 

平成４年５月18日門真市庁達第11号 

平成５年２月19日門真市庁達第３号 

平成６年４月28日門真市庁達第３号 

平成６年10月17日門真市庁達第８号 

平成７年３月31日門真市庁達第３号 

平成７年５月22日門真市庁達第５号 

平成９年10月16日門真市庁達第７号 

平成９年12月29日門真市庁達第12号 

平成11年10月４日門真市庁達第５号 

平成12年３月31日門真市庁達第３号 

平成14年５月７日門真市庁達第８号 

平成16年７月２日門真市庁達第７号 

平成17年１月19日門真市庁達第４号 

平成17年４月15日門真市庁達第13号 

平成17年８月９日門真市庁達第21号 

平成18年１月12日門真市庁達第１号 
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平成18年４月20日門真市庁達第５号 

平成18年10月31日門真市庁達第21号 

平成19年３月29日門真市庁達第６号 

平成19年11月６日門真市庁達第20号 

平成20年３月31日門真市庁達第８号 

平成20年４月17日門真市庁達第11号 

平成22年１月22日門真市庁達第１号 

平成22年４月23日門真市庁達第５号 

平成23年２月25日門真市庁達第４号 

平成26年３月31日門真市庁達第５号 

平成28年９月30日門真市庁達第７号 

平成29年３月31日門真市庁達第４号 

平成30年３月29日門真市庁達第１号 

平成31年３月29日門真市庁達第２号 

令和２年５月21日門真市庁達第３号 

門真市庁議規程 

（設置） 

第１条 本市行政運営の基本方針、重要施策等の策定について、市長の意思決定に対して助言する

とともに、市の機関相互における総合調整を行い、もって行政の適正な執行と能率的な運営を図

るため、門真市庁議（以下「庁議」という。）を設置する。 

一部改正〔平成26年門真市庁達５号〕 

（構成） 

第２条 庁議は、次の表に掲げる職にある者をもって構成する。 

市長、副市長、教育長、統括理事、副教育長、企画財政部長、総務部長、市民文化部長、保健

福祉部長、こども部長、まちづくり部長、環境水道部長、会計管理者、教育委員会事務局教育

部長、選挙管理委員会事務局長、固定資産評価審査委員会事務局長、公平委員会事務局長、議

会事務局長 

２ 前項に定める者のほか、市長が必要と認めるときは、他の者を臨時に出席させることができる。 

一部改正〔平成26年門真市庁達５号・29年４号・30年１号・31年２号・令和２年３号〕 
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（主宰） 

第３条 庁議は、市長が主宰する。ただし、市長は、特にやむを得ないときは、その職務を門真市

副市長事務分担規則（平成28年門真市規則第65号）第３条に規定する第１順位の副市長に代理さ

せることができる。 

一部改正〔平成17年門真市庁達21号・18年１号・19年６号・22年１号・５号・26年５号・28

年７号〕 

（付議事項） 

第４条 庁議に付議する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(１) 総合計画及び長期重要事務事業計画に関する事項 

(２) 重要な新規事業及び予算に関連する主要施策に関する事項 

(３) 予算編成方針及び予算案に関する事項 

(４) 議会提出事案に関する事項 

(５) 組織、人事、財産等の運営の基本的制度に関する事項 

(６) 法令の制定及び改廃により市の事務事業の運営に重要な影響を与える事項 

(７) 部局等相互間の総合調整に関する事項 

(８) 庁議で決定した事項の執行状況に関する事項 

(９) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項 

（付議手続） 

第５条 部局等の長は、庁議に付議すべき事項があるときは、その要旨及び資料を添えて、庁議の

５日前までに企画財政部企画課に提出しなければならない。ただし、緊急を要するものについて

は、この限りでない。 

２ 前項の場合において、部局等の長は、当該付議事項につき、部局内の調整を必要とすると認め

るときは、あらかじめ当該部局内で会議を開くことができる。 

一部改正〔平成18年門真市庁達21号・20年８号・29年４号〕 

（庁議運営幹事会） 

第５条の２ 庁議に庁議運営幹事会（以下「幹事会」という。）を置くことができる。 

２ 企画財政部企画課長は、庁議の能率的運営を図るため、付議要求事項について、あらかじめ幹

事会の事前協議に付することができる。 

３ 幹事会の会長は、庁議に出席して、審議経過及び結果を報告する。 

４ 幹事会の組織、運営その他必要な事項については、別に定める。 
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一部改正〔平成18年門真市庁達21号・20年８号・26年５号・29年４号〕 

（合同会議） 

第５条の３ 市長が必要と認めるときは、庁議の構成員及び幹事会の構成員で合同して会議を開く

ことができる。 

（開催） 

第６条 庁議は、市長が必要と認めるときに招集し、開催するものとする。 

２ 前項の規定により庁議を開催する場合であっても、招集することが難しいと市長が認めるとき

は、付議する事項の内容を記載した書面を回付する方法により、庁議を開催することができる。 

全部改正〔平成26年門真市庁達５号〕、一部改正〔令和２年門真市庁達３号〕 

（結果の通知） 

第７条 企画財政部企画課長は、庁議の結果を、速やかに関係部局等の長に通知するものとする。

ただし、機密に属するものについては、この限りでない。 

一部改正〔平成18年門真市庁達21号・20年８号・29年４号〕 

（会議録の作成） 

第８条 庁議の経過及び結果は、会議録を作成し、保存しなければならない。 

一部改正〔平成26年門真市庁達５号〕 

（庶務） 

第９条 庁議の庶務は、企画財政部企画課において行う。 

一部改正〔平成18年門真市庁達21号・20年８号・29年４号〕 

（委任） 

第10条 この規程に定めるもののほか、庁議の運営について必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和47年８月21日門真市庁達第３号） 

この規程は、令達の日から施行する。 

附 則（昭和48年４月24日門真市庁達第３号） 

この規程は、令達の日から施行する。 

附 則（昭和49年１月14日門真市庁達第２号） 

この規程は、令達の日から施行する。 

附 則（昭和50年１月16日門真市庁達第４号） 
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この規程は、令達の日から施行する。 

附 則（昭和51年７月13日門真市庁達第５号） 

この規程は、令達の日から施行する。 

附 則（昭和52年10月15日門真市庁達第６号） 

この規程は、令達の日から施行する。 

附 則（昭和54年１月26日門真市庁達第３号） 

この規程は、令達の日から施行する。 

附 則（昭和57年５月17日門真市庁達第５号） 

この規程は、令達の日から施行する。 

附 則（昭和58年２月７日門真市庁達第４号） 

この規程は、令達の日から施行する。 

附 則（昭和61年５月14日門真市庁達第２号） 

この規程は、令達の日から施行する。 

附 則（平成４年５月18日門真市庁達第11号） 

この規程は、令達の日から施行する。 

附 則（平成５年２月19日門真市庁達第３号） 

この規程は、令達の日から施行する。 

附 則（平成６年４月28日門真市庁達第３号） 

この規程は、令達の日から施行する。 

附 則（平成６年10月17日門真市庁達第８号） 

この規程は、令達の日から施行する。 

附 則（平成７年３月31日門真市庁達第３号） 

この規程は、平成７年４月１日から施行する。 

附 則（平成７年５月22日門真市庁達第５号） 

この規程は、令達の日から施行する。 

附 則（平成９年10月16日門真市庁達第７号） 

この規程は、令達の日から施行する。 

附 則（平成９年12月29日門真市庁達第12号） 

この規程は、平成10年１月１日から施行する。 

附 則（平成11年10月４日門真市庁達第５号） 
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この規程は、令達の日から施行する。 

附 則（平成12年３月31日門真市庁達第３号） 

この規程は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（平成14年５月７日門真市庁達第８号） 

この規程は、令達の日から施行する。 

附 則（平成16年７月２日門真市庁達第７号） 

この規程は、令達の日から施行する。 

附 則（平成17年１月19日門真市庁達第４号） 

この規程は、令達の日から施行する。 

附 則（平成17年４月15日門真市庁達第13号） 

この規程は、令達の日から施行する。 

附 則（平成17年８月９日門真市庁達第21号） 

この規程は、令達の日から施行する。 

附 則（平成18年１月12日門真市庁達第１号） 

この規程は、令達の日から施行する。 

附 則（平成18年４月20日門真市庁達第５号） 

この規程は、令達の日から施行する。 

附 則（平成18年10月31日門真市庁達第21号） 

この規程は、令達の日から施行する。 

附 則（平成19年３月29日門真市庁達第６号） 

この規程は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年11月６日門真市庁達第20号） 

この規程は、令達の日から施行する。 

附 則（平成20年３月31日門真市庁達第８号） 

この規程は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年４月17日門真市庁達第11号） 

この規程は、令達の日から施行する。 

附 則（平成22年１月22日門真市庁達第１号） 

この規程は、令達の日から施行する。 

附 則（平成22年４月23日門真市庁達第５号） 
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この規程は、令達の日から施行する。 

附 則（平成23年２月25日門真市庁達第４号） 

この規程は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年３月31日門真市庁達第５号） 

この規程は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年９月30日門真市庁達第７号） 

この規程は、平成28年10月１日から施行する。 

附 則（平成29年３月31日門真市庁達第４号） 

この規程は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年３月29日門真市庁達第１号） 

この規程は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（平成31年３月29日門真市庁達第２号） 

この規程は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年５月21日門真市庁達第３号） 

この規程は、令達の日から施行する。 


